
 令和 ３ 年 ２ 月１９日提出   

 

   市道の認定について 

 

 市道を次のように認定する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

議案番号 路 線 名 
起      点 重要な 

経過地 終      点 

議第 ６８ 号 
国府本町 

 第１２号線 

中央区国府本町４０８番２ 地先 
 

中央区国府本町４０８番７ 地先 

議第 ６９ 号 
楡木３丁目 

第１３号線 

北区楡木３丁目１３６３番１１ 地先 
 

北区楡木３丁目１３６３番１８ 地先 

議第 ７０ 号 

武蔵ケ丘９丁

目 

第２号線 

北区武蔵ケ丘９丁目１６２１番１１ 地先 
 

北区武蔵ケ丘９丁目１６２７番３ 地先 

議第 ７１ 号 

武蔵ケ丘９丁

目 

第３号線 

北区武蔵ケ丘９丁目１６２７番１４ 地先 
 

北区武蔵ケ丘９丁目１６２７番１１ 地先 

議第 ７２ 号 

龍田弓削１丁

目 

第６号線 

北区龍田弓削１丁目２２２番１１ 地先 
 

北区龍田弓削１丁目２２２番７ 地先 

議第 ７３ 号 
花立６丁目 

第１７号線 

東区花立６丁目３６９１番１３ 地先 
 

東区花立６丁目３６９１番６ 地先 

議第 ７４ 号 
桜木６丁目 

第９号線 

東区桜木６丁目３６５番１ 地先 
 

東区桜木６丁目３６５番６ 地先 

議第 ７５ 号 
小山４丁目 

第１１号線 

東区小山４丁目１１９５番１ 地先 
 

東区小山４丁目１１９４番８ 地先 

議第 ７６ 号 
小山７丁目 

第１０号線 

東区小山７丁目１４２４番３２ 地先 
 

東区小山７丁目１４２４番１２ 地先 

議第 ７７ 号 
長嶺西２丁目 

第１０号線 

東区長嶺西２丁目２５６９番７１ 地先 
 

東区長嶺西２丁目２５６９番６８ 地先 
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議案番号 路 線 名 
起      点 重要な 

経過地 終      点 

議第 ７８ 号 
長嶺南３丁目 

第１１号線 

東区長嶺南３丁目２０５６番４１５ 地先 
 

東区長嶺南３丁目２０５６番４１１ 地先 

議第 ７９ 号 
四方寄町 

第３８号線 

北区四方寄町３２４番２ 地先 
 

北区四方寄町３２６番１ 地先 

議第 ８０ 号 
四方寄町 

第３９号線 

北区四方寄町３２２番１２ 地先 
 

北区四方寄町３２２番１４ 地先 

議第 ８１ 号 
四方寄町 

第４０号線 

北区四方寄町３２５番５ 地先 
 

北区四方寄町３２２番９ 地先 

議第 ８２ 号 
志々水 

第１４号線 

南区富合町志々水１９２番４ 地先 
 

南区富合町志々水１９２番９ 地先 

議第 ８３ 号 
赤見 

第１９号線 

南区城南町赤見１４１１番７ 地先 
 

南区城南町赤見１４１１番３ 地先 

議第 ８４ 号 
舞原 

第４５号線 

南区城南町舞原１１５番１０ 地先 
 

南区城南町舞原１１５番１ 地先 

議第 ８５ 号 
舞原 

第４６号線 

南区城南町舞原１５２番７ 地先 
 

南区城南町舞原１５２番１３ 地先 

議第 ８６ 号 
広住 

第３８号線 

北区植木町広住１４７１番２ 地先 
 

北区植木町広住１４７１番１８ 地先 

議第 ８７ 号 
江津２丁目 

第４２号線 

東区江津２丁目１９９番６ 地先 
 

東区江津２丁目１９６番２ 地先 

議第 ８８ 号 

城山下代１丁

目 

第３号線 

西区城山下代１丁目６６４番３ 地先 
 

西区城山下代１丁目６４１番４ 地先 

 

（提出理由） 

  次の事由に伴う市道認定について、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条

第２項の規定に基づき、市議会の議決を求める必要がある。 

  これが、この議案を提出する理由である。 

  (1) 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３９条の規定に基づく管理帰属 
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(2) 管理引継 

(3) 地元要望 
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